
 

 

 

 

 

 

  第４６ 号 議 案  

 

 

新宿区 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 条

例の一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

   上記の議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

    令和８ 年 ６ 月 １ ０ 日  

 

 

 

          提出者  新宿区 長   吉住  健一  

  



 

 

新宿区 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の

一部を 改 正 す る 条 例  

 

新宿区 職 員 の 勤 務 時 間 、休 日 、休 暇 等 に 関 す る 条 例（ 平 成 1 0 年 新

宿区条 例 第 1 1 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 9 条の 2 第 1 項 及 び 第 2 項 中 「 、 第 9 条 の 6 第 1 項 」 を 削 る 。  

 第 9 条の 6 を 削 る 。  

 

附  則  

 

 この条 例 は 、 令 和 8 年 1 0 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 （提案 理 由 ）  

 職員の 希 望 に 基 づ き 勤 務 時 間 を 割 り 振 る 時 差 通 勤 制 度 を 導 入 す る

ため、 早 出 遅 出 勤 務 を 廃 止 す る 必 要 が あ る た め  

 


